
福島働き方改革推進支援センター
窓口支援専門家・コンサルティング専門家

社会保険労務士 丹治 正夫 氏

（公社）福島法人会主催セミナー

定員

３０名

日 時 令和７年９月２５日（木）１３：３０～１６：３０

会 場 コラッセふくしま ５階 研修室

受講料 会員 無料 非会員 ３，０００円

問合先 公益社団法人福島法人会

福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま７階

ＴＥＬ ０２４－５３６－１２９１

そんな悩みを抱える経営者・人事担当者の皆さまへ

給与に納得感がない

成果主義がうまくいかない

人材が定着しない

今、企業の「賃金制度」を見直す企業が増
えています。特に中小企業では、他社との賃
金競争に巻き込まれることで、過剰な人件費
負担に悩まされるケースも少なくありません。
本セミナーでは、多くの企業とともに制度

設計に携わってきた講師が、中小企業でも無
理のない「ジョブ型賃金制度」の導入方法を
わかりやすく解説します。社員一人ひとりの
役割や貢献度に応じて適正な処遇を行い、
「頑張る人が正しく評価される仕組み」を一
緒に考えていきましょう。
人手不足が深刻な今、せっかく育てた社員

が辞めてしまうリスクも高まっています。手
遅れになる前に、時代に合った賃金制度の見
直しを始めてみませんか？



会社名 業 種

住 所

電 話 ＦＡＸ

参加者 役 職

参加者 役 職

受講料

□ 福島法人会の会員です

□ 参加者 名分 円を □ 月 日に振り込みます

□ 当日持参します

【振込先口座】東邦銀行 本店
普通 ２３６３４

公益社団法人福島法人会
※振込手数料はご負担ください

福島働き方改革推進支援センター
アドバイザー・社会保険労務士

丹治 正夫 氏

昭和４６年慶応大学卒業後
東邦銀行入社後宮城県の食品メーカーに転職
主に企画・営業を経験し、食品流通業界に精通。
その後社会保険労務士・行政書士事務所を立ち上げ
代表となる。
現在は、福島働き方推進支援センター アドバイザー
福島労働局雇用環境・均等室 働き方・休み方改善コン
サルタントを兼務

講 師 紹 介

「ジョブ型賃金制度導入の仕方」セミナー申込書

●既納受講料の返却はいたしません
●お申し込みの方に改めての通知はいたしませんので、
時間厳守のうえご参加ください

●お車でお越しの方は、駐車料金をご負担ください
●個人情報の取り扱いについては、当会の事業活動以外
の目的で利用することはありません

【申込先】：FAX 024-525-2311

（会社業種： ）
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